
議   第   ５０   号   

平成３１年 ２ 月１８日提出   

 

   熊本市特別会計条例の一部改正について 

 

 熊本市特別会計条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市特別会計条例の一部を改正する条例 

 

熊本市特別会計条例（昭和３９年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、第８号を削り、

第９号を第７号とし、第１０号を削り、第１１号を第８号とし、第１２号から第２１

号までを３号ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正前の第１条第８号の食品工業団地用地会計及び同条第１０号

の地下駐車場事業会計に係る出納整理については、平成３１年５月３１日までは、

なお従前の例による。 

 

 （提出理由） 

  食品工業団地用地会計及び地下駐車場事業会計を廃止するため、所要の改正を行

う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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